
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
四
月
二
日
提
出

質

問

第

六

〇

号

航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
処
理
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
処
理
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
が
、
平
成
十
六
年
三
月
五
日
提
出
し
た
「
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
処
理
に
関
す

る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
単
に
「
質
問
主
意
書
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
平
成
十
六
年
三
月
十
九
日
、
内
閣
総
理
大
臣
小
泉

純
一
郎
名
下
の
答
弁
書
（
以
下
、
単
に
「
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
受
領
し
た
。

「
答
弁
書
」
は
、
私
の
「
質
問
主
意
書
」
に
対
し
、
十
分
に
答
え
て
お
ら
ず
、
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ

Ｂ
汚
泥
の
処
理
に
関
す
る
疑
念
は
一
層
深
ま
っ
た
。
私
は
、
去
る
三
月
二
十
九
日
、
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
司
令
官
並
び

に
那
覇
防
衛
施
設
局
施
設
部
長
の
案
内
で
現
場
を
視
察
し
た
。
現
場
視
察
に
よ
っ
て
も
疑
念
は
晴
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
、
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
の
「
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
」
又
は
同
条
第
五
項
の

「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
は
、
米
軍
旧
恩
納
通
信
所
内
に
あ
っ
た
汚
水
処
理
施
設
で

発
見
さ
れ
た
物
、
航
空
自
衛
隊
分
屯
基
地
内
で
発
見
さ
れ
た
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
に
つ
い
て
責
務
を
負
う
廃

一



棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
「
事
業
者
」
は
誰
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
当
該
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
に
つ
い
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
十
三
年
六
月
二
十
二
日
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
で
定
め
る
「
事
業
者
」
は
誰
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

防
衛
施
設
庁
は
、
航
空
自
衛
隊
恩
納
分
屯
基
地
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
を
、
同
分
屯
基
地
に
処
理
施
設
を
建
設

し
、
超
臨
界
水
酸
化
分
解
法
に
よ
り
処
理
す
る
方
針
を
恩
納
村
当
局
に
提
案
し
て
い
る
。
当
該
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
を
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
四
に
基
づ
き
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
任
せ
て
分
屯
基
地
外
に
運
搬
の

う
え
処
理
し
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
、
恩
納
分
屯
基
地
に
お
け
る
現
場
説
明
で
那
覇
防
衛
施
設
局
施
設
部
長
は
超
臨
界
水
酸
化
分

解
法
に
よ
っ
て
生
ず
る
処
理
水
を
大
港
川
に
排
水
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
処
理
施
設
建
設
予
定
地
と
大

港
川
の
位
置
関
係
に
照
ら
す
と
処
理
施
設
か
ら
の
自
然
排
水
は
構
造
上
不
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
処
理
施
設
か
ら
大
港
川
ま

で
運
搬
に
よ
り
放
出
排
水
す
る
の
か
、
排
水
パ
イ
プ
管
を
敷
設
し
て
排
水
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

大
港
川
は
そ
の
下
流
に
お
い
て
直
接
海
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
処
理
水
の
排
水
放
流
に
よ
っ
て
直
接
的
な
漁
業
被
害
、
風

評
被
害
等
が
予
見
さ
れ
、
リ
ゾ
ー
ト
観
光
産
業
に
も
深
刻
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
慮
さ
れ
る
が
、
大
港
川
に
処
理
水

二



の
排
出
を
予
定
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

私
の
「
質
問
主
意
書
」
第
十
三
項
で
は
、
北
海
道
室
蘭
市
在
の
株
式
会
社
日
本
製
鋼
所
の
処
理
施
設
見
学
の
全
日
程
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
「
答
弁
書
」
で
は
、
全
く
答
え
て
い
な
い
。
国
民
の
税
金
を
使
っ
た
見
学
な
の
だ
か
ら
明
ら

か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
再
度
見
学
の
全
日
程
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
る
。

七

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
、
沖
縄
県
知
事
に
届
け
ら
れ

た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
泥
の
処
理
を
す
る
事
業
所
名
、
保
管
重
量
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


